
 

第28回 

安濃津 

よさこい 

 

 

第28回安濃津よさこい参加要綱 

（よさこいチーム以外のダンスチーム等） 

 

安濃津よさこい組織委員会 

 

〒514-0027 津市大門4-5 

松本ビル２F 

TEL 059-269-5300 

FAX 059-269-5303 

E-mail info@anotsu-yosakoi.com 

 

＊ホームページの申し込みフォームより参加申し込みください。 

※今年から郵送での受付はできません。 

＊ご質問等も、WEBページのお問い合わせにてお願いします。 

※FAXでの質問も可能です。 

 

mailto:info@anotsu-yosakoi.com
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第２7回安濃津よさこい開催概要 

 
１．開催日程   令和７年１０月１１日（土）・１２日（日） 

 
２．主  催   安濃津よさこい組織委員会 

          
３．開催会場   津市内各会場 
         詳しくは、参加チームガイダンスでお知らせします。 
                  ＊ガイダンスは、現在７月６日(日)午前中です。 
          詳細は、参加申込チームに後日 E-mailにて連絡します。 

 

         (予定) 

＊お城西公園メインステージ 

(土)１１：３０～２１：００ 

(日)１０：３０～２１：３０ 

 

＊裁判所前会場 

(土)１０：００～２０：００ 

(日) ９：００～２０：３０ 

     津まつり大パレード＝ ９：００～１５：００ 

     裁判所前演舞会場 ＝１６：００～２０：３０ 

 

＊津中央郵便局前会場 

(土)１５：００～１９：３０ 

(日) ９：３０～２０：００ 

     津まつり大パレード＝ ９：３０～１５：００ 

     津中央郵便局前会場＝１７：００～２０：００ 

 

＊フェニックス会場 

(土)１０：００～１６：００ 

 

＊津駅前会場 

(日)１０：００～１６：３０ 

  

＊津新町通り会場 

(日)１０：００～１６：３０ 

 

 

 

 ※以上の会場はあくまでも予定であり、会場都合等により変更の可能性があります。 

※なお、決定事項はチームガイダンスでの発表となります。それまでの会場について

のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。 
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参加手続き・参加ルールについて 

 
参加手続きに関しては以下の通りとなっております。提出期限は厳守となっておりますので、

よろしくお願い致します。 

 

参加申込期間             

 

  令和７年４月２０日(日) ～ 令和７年６月１５日(日) 

 

 

参加に必要なものと提出期限  （詳しくは、各項目の詳細を参照して下さい） 

 

  提 出 物           提出期限 

 

  １．参加申込書    ６月１５日（日）Web申込期限 

 

  ２．参加費      ６月１５日（日）までに指定口座へお振り込み下さい。 

 

  ３．楽曲ＣＤ ８月１５日（金）までにご提出ください。（必着） 
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参加手続きについて（２） 

 

１．参加申込書 

必要事項をWebフォームより６月１５日（日）までに入力して下さい 

※郵送での参加申込は受け付けません。 

 

 

２．参加費(運営協力金を含む) 

 

よさこい参加ではないダンスチーム等     １枠 ２万円                

 

津まつり参加の郷土芸能団体・ゲスト出演者      無料 

 

  

   ＊正式なチーム名でご入金願います。万が一に備え、控えを保管して下さい。 

   ＊万が一出場を辞退することになっても、いかなる理由であれ、参加費は返金致     

しません。 

   ＊悪天候や災害、その他の不可抗力により祭りの開催が中止又は規模縮小の場合でも、 

原則として参加費は返却できません。 

   ＊振込時の控えをもって領収書とさせていただきます。ご了承ください。 

   ＊ゲスト出演者の選定は安濃津よさこい組織委員会が行い、選定理由等は公表いたし 

    ません。 

 

 振込先口座 

  百五銀行 津駅前支店 （普通） ９６４５２６ 

  アノツヨサコイジッコウカイケイ ウカイ ジン 

安濃津よさこい実行会計 鵜飼 仁 

銀行コード ０１５５ 支店コード ５０２ 
            

＊振り込み手数料は、各チームの負担でお願いします。 

   ＊小学生未満、小学生・中学生・高校生、一般のチーム分類規定については、 

１１ページ（参加チーム分類定義について）を参照下さい。 

 

 

３．レクリエーション保険等（必須）  

 

   安濃津よさこい期間中（演舞中を含む）の事故、けがなどに対しては、安濃津よさこい組

織委員会及び各会場では補償できません。 

不慮の事態に備え、祭りに参加する期間においてレクリエーション保険等に加入いただく

ことを参加条件とします。 
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４．楽曲ＣＤ   

 

チームの楽曲を収録したＣＤです。お城西公園メインステージで使用するＣＤのみの提出で

結構です。８月１５日（金）までに、事務局まで提出して下さい。 

複数曲の場合は、演舞順で1枚のＣＤに演奏順に入れて提出してください。複数枚での提出

は受付できません。 

 

＊オリジナルの制作曲ではなく、市販されている既製の音楽を使用の場合 

参加者が演出に利用された楽曲等の著作権等の利用により発生した費用は、すべて参加

者負担でお願いいたします。もし著作権管理団体から安濃津よさこい組織委員会に対し

て、利用料の請求があった場合、該当著作物を使用した団体に支払いを求めます。 

 

 

 

 

 

５．音楽・演舞時間に関して  
 

 

＊演舞時間は、９分３０秒以内とします。この演舞時間には、準備時間＜搬入搬出等＞・掛け声・

音楽演奏など始めから終わりまですべてを含みます。（時間厳守、９分３０秒を超えた

場合は演舞中止、またはスタッフの指示に従っていただきます。） 

 

＊演舞時間とは、具体的にはステージ形式の場合、司会者の「どうぞ」から最後の人が退

場するまでです。 

 

 

 

 

  

 

＊曲の選定には演舞時間９分３０秒の枠を超えないよう、注意して選定してください。 

 

 

６．メインステージビジョンに関して  
 

   ＊メインステージ背景の大型メインビジョンに、メインステージ演舞を撮影して、表示す

るようになりました。 

 

＊ビジョン使用料をお支払いいただき自作の動画等を投影する・事務局及び組織委員会指

定の一色のみ・おまかせの中から、どのように活用するかお選びいただけます。 

（詳細は別途資料を参照ください。） 

 

＊本祭までにビジョンの説明会、技術講習会などを実施する予定です。 

 

 ＊ビジョン活用については、申込書内の該当箇所に記入してください。 

 

 

９分３０秒 

司会者の「どうぞ」 最後の人が退場 

※片付けの人も該当 
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＜参加申込にあたっての注意事項＞ 

 

以下の事を確認して参加申込をしてください。 

 

１）第２８回安濃津よさこい期間中における当チーム関係者の事故・けがなどに関しては、その

責任を安濃津よさこい組織委員会・各会場に追及致しません。 

 

２）当チーム及び踊り子は、安濃津よさこい組織委員会が安濃津よさこいの普及振興のために使

用する場合において、肖像権、著作権等を主張致しません。 

 

３）参加者が演出に利用された楽曲等の著作権等の利用により発生した費用は、すべて参加者負

担でお願いいたします。もし著作権管理団体から安濃津よさこい組織委員会に対して、利用

料の請求があった場合、該当著作物を使用した団体に支払いを求めます。 

 

４）安濃津よさこい参加でないダンスチームの出演時間は、８月下旬～９月中旬で決定いたしま

す。ガイダンスで出演順が決定することはないので、ご理解お願いします。出演時間は、ガ

イダンスで説明される、安濃津よさこい参加でないダンスチーム演舞枠の中で決定しますの

で、それ以外の時間での出演希望はお受けできません。 

 

本年度のスケジュール調整について-重要項目です 

 
本年度のスケジュールについての希望参加区分は下記の２項目です。 

 

① 土曜日 お城西公園会場 メインステージ 

② 日曜日 お城西公園会場 メインステージ 

 

本年度のスケジュール調整の流れ 
 

１．よさこいチームは原則として開催期間となる 2日間両日共に全チーム抽選方式でスケジュ

ールを決定します。ただし、特別な事情を持つチームについては別途調整します。 

※特別な事情とは、祭り開催期間中に演舞可能な時間帯が2時間程度しかない場合等をいい

ます。 

※抽選は７月６日開催予定の参加チームガイダンスにて行います。 

 

２．原則としてキャンセルは受け付けません。 

不可避な事由により演舞が不可能な場合は、理由を添えて期間内（ガイダンス後１週間

～10日間/予定）にFAX又はE-mailにてご連絡下さい。 

組織委員会にて審査され、受理された場合についてはキャンセルを受け付けます。なお、

「他会場で演舞を希望する」ことを理由とするキャンセルは認められません。 

 

３．スケジュールの組立にあたって､原則チームからの申出による特別措置は行いません。 

 

４．安濃津よさこい当日の進行状況等により、スケジュールを予告なしに変更する場合があ

ります。 

 

※年々、参加するチームが増えております。スケジュールの組立を円滑に進めるために、キ

ャンセルの受付にあたっては、その理由について組織委員会で審査を実施しております。

なるべく多くの会場にてご演舞いただき、練習の成果を一人でも多くの観客に見せていた
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だきたいと願います。 

この趣旨と第28回安濃津よさこいの円滑な運営、そして津まつりの更なる発展にご理解を

頂き、何卒ご協力をお願いいたします。 
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安濃津よさこい 参加申込書-よさこい参加ではない場合 
 

安濃津よさこい組織委員会の注意事項を守り、第28回安濃津よさこいに参加します。 

 

〒514-0027 

三重県津市大門4-5 

松本ビル２F 

安濃津よさこい組織委員会  宛 

                        令和７年    月    日 

 

                      申込者氏名                     印 

ふりがな  

チーム名  

参加数・区分 安濃津よさこい参加でないダンスチーム等     

 参加者数       名   

参加回数  

今回を含めて           回目 

チーム所在地(県・市町村) 

 

代表者名 ふりがな TEL(    )     － 

 

 

氏名 

★必須 

FAX(      )       － 

携帯 

     ＜アパート・マンション名・部屋番号（あるいは会社名）まで必ずご記入ください＞ 

 住所 〒 

 

担当者名 

＊直接チームを担当

される方を記入 

ふりがな TEL(    )     － 

 

氏名 

FAX(      )       － 

★必須 

携帯    

緊急連絡先 

＊上記担当者と連絡

がつかない場合の連

絡先 

ふりがな ★必須 

携帯   

氏名 

連絡用 

E-mailアドレス 

＜携帯電話用のアドレス不可。パソコン用のメールアドレスを記入してください。＞ 

★必須            ＠ 

＊代表者のＦＡＸ、担当者・緊急連絡先の携帯、連絡用E-mailアドレスは連絡の都合上、必ず記入して下さい。 

＊Yahoo、Hotmail等のフリーのメールアドレスを使うことは、メールが遅れて届く場合がありますので、おすす

めできません。やむなくご利用になる場合は、 迷惑メール等の設定を@anotsu-yosakoi.comからのメールが届

く設定にして下さい。 

＊ご記入いただいた個人情報は、安濃津よさこいの実施・運営、安濃津よさこい組織委員会からの連絡や情報提

供のために利用させていただきます。 
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第２８回安濃津よさこい 参加申込書-よさこい参加ではない場合 
                                                ＊必ず記入してください    
 

                                      チーム名             

 
（注!! 余白部分には何も記入しないで下さい。記入していただいてもスケジュール等には反映いたしません！） 

 

■ 参加を希望する項目に○をつけてください。土日○をつけた場合、２枠の参加費になります。 

   

（   ）土曜日 

  （   ）日曜日 

 

■ 上記の希望日の中で、出演不可能な時間をご記入下さい。不可能な時間が場合は空欄 

 

  （                         ） 

 

 

 

■ ビジョン活用について → ○をつけてください 

 

  （   ）サイドビジョンに自作の動画等を投影する。 

  （   ）おまかせ  

 

 

注）タイムスケジュール等作成上、必ずすべての項目を記入してください。 

 

 

■ ＜参加申込にあたっての注意事項＞ ３）の著作権に関する事項に同意しますか。下記にチ

ェックをお願いします。 

 

□  同意する。 

 

 

＜参加するにあたっての約束事項＞ 

＊第28回安濃津よさこい期間中の当チーム関係者の事故・けが等に関しては、その責任

を安濃津よさこい組織委員会・各会場に追及しません。 

＊当チーム及び踊り子は、安濃津よさこい組織委員会がこの催しの普及振興のために使 

 用する場合において、肖像権・著作権（音楽著作物を含む）等を主張しません。 

＊利用した著作物に利用料が生じた場合、該当の費用のすべてを支払います。 

 


